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明
治
期
に
お
け
る
香
取
神
宮
の
祭
祀
改
変
に
つ
い
て吉

野
　
　

亨

は
じ
め
に

　

香
取
神
宮
は
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に
旧
儀
の
祭
典
を
改

廃
し
、
新
た
に
年
中
祭
典
を
定
め
た
。
当
時
定
め
ら
れ
た
年
中
祭
典

を
記
し
た
『
明
治
十
八
年
制
定
香
取
神
宮
年
中
祭
典
式
』
に
は
、
五

十
五
の
祭
典
が
記
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。（
表
一
）

表
一
、『
明
治
十
八
年
制
定
香
取
神
宮
年
中
祭
典
式
』
に
載
る
年
中
祭
典

月
日

祭
典
名

月
日

祭
典
名

一
月
一
日

歳
始
祭

　

六
月
一
日

流
鏑
馬
式

新
年
拝
賀
式

　

六
月　

日

道
饗
祭

一
月
二
日

又
見
歳
始
式

　

六
月
三
十
日

大
祓
式

一
月
三
日

奏
楽
始

月
次
式
日
祭

元
始
祭

　

七
月
一
日

月
次
式
日
祭

一
月
四
日

社
廳
々
務
始

　

八
月
一
日

月
次
式
日
祭

山
口
祭
（
小
祀
）

　

九
月
一
日

秋
季
祭

弓
始
祭
（
中
祀
）

　

九
月　

日

月
次
式
日
祭

鍬
始
祭
（
小
祀
）

　

十
月
一
日

神
嘗
祭
遙
拝
式

一
月
五
日

星
鎮
射
禮
式（
中
祀
）　

十
月
十
七
日

月
次
式
日
祭

一
月
十
六
日

孝
明
天
皇
御
陵
遙
拝
　

十
月
一
日

天
長
節
拝
賀

一
月
三
十
日

月
次
式
日
祭

十
一
月
三
日

新
嘗
祭

二
月
一
日

紀
元
節
祭
並
神
武
天

皇
遙
拝
式

十
一
月
二
十
三
日

月
次
式
日
祭

二
月
十
一
日

祈
年
祭

　
　

月　

日

大
饗
祭
神
事
始

二
月
十
五
日

月
次
式
日
祭

　
　

月　

日

神
饌
調
進
式

三
月
一
日

奥
宮
祭
（
中
祀
）

　
　

月　

日

大
饗
祭
次
第

三
月　

日

春
季
祭

　
　

月　

日

賀
詞
祭

三
月
二
十
日

月
次
式
日
祭

　
　

月　

日

内
陣
御
神
楽

四
月
一
日

神
武
天
皇
御
陵
遙
拝
　
　

月　

日

側
高
祭

四
月
三
日

平
年
軍
神
祭
御
船
遊

延
引
申
告
祭

　
　

月　

日

團
碁
祭
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四
月
十
一
日

山
口
祭

　
　

月　

日

鹿
嶋
新
宮
祭

軍
神
祭
出
輿

　
　

月　

日

匝
瑳
祭

四
月
十
三
日

御
列
祭

　
　

月　

日

返
田
祭

四
月
十
四
日

軍
神
祭
還
御

　
　

月　

日

又
見
祭

四
月
十
五
日

大
戸
祭
奉
幣

　
　

月　

日

鎮
火
祭

　

月　

日

月
次
式
日
祭

十
二
月
三
十
一
日

大
祓
式

五
月
一
日

御
田
植
祭

除
夜
祭

五
月
五
日

月
次
式
日
祭
次
第

　

こ
の
新
た
な
年
中
祭
典
と
明
治
維
新
前
の
祭
典
に
つ
い
て
、
明
治

期
に
記
さ
れ
た
『
維
新
前
年
中
行
祭
典
式
稿
（
（
（

』『
香
取
宮
年
中
祭
典

記
（
（
（

』
に
見
え
る
維
新
前
の
祭
祀
と
比
べ
る
と
、
年
中
祭
典
の
数
の
み

な
ら
ず
、
個
々
の
祭
祀
に
お
け
る
式
次
第
に
も
改
変
が
及
ん
で
い
る

事
が
伺
え
る
。

　

で
は
何
故
、
香
取
神
宮
で
の
祭
祀
改
変
は
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
。

『
明
治
十
八
年
制
定
香
取
神
宮
年
中
祭
典
式
』
の
序
文
に
は
こ
の
よ

う
な
記
載
が
あ
る
（
（
（

。

依
テ
八
十
余
名
ノ
神
官
等
該
封
土
ヲ
配
當
シ
、
各
々
其
料
足
ヲ

出
シ
テ
、
年
中
九
十
余
箇
度
ノ
祭
事
怠
ル
事
ナ
ク
勤
仕
シ
、
以

テ
三
百
有
余
年
ヲ
相
續
シ
タ
リ
キ
、
玆
ニ
明
治
維
新
ノ
時
ニ
際

シ
、
五
年
六
月　

官
令
ヲ
下
シ
、
世
襲
神
官
ノ
舊
慣
止
メ
、
神

社
ヲ
改
革
シ
、
大
少
宮
司
・
正
權
禰
宜
・
主
典
及
ヒ
等
外
出
仕

等
二
十
余
名
ヲ
置
キ
、
國
庫
金
定
額
ヲ
下
行
シ
、
祀
典
ヲ
修
メ

シ
メ
、
又
十
年
十
一
月
神
宮
并
官
國
幣
社
神
官
ヲ
廃
シ
、
更
ニ

宮
司
・
禰
宜
・
主
典
ヲ
任
シ
、
祭
儀
ヲ
専
ラ
ニ
セ
シ
メ
ラ
ル
、

幸
ニ
小
臣
等
再
任
命
ヲ
忝
フ
ス
ル
ト
雖
モ
、
如
何
ニ
セ
ン
、
慣

例
ノ
儀
式
盛
大
ニ
シ
テ
、
奉
務
ノ
職
員
僅
少
ナ
ル
カ
故
ニ
、
祀

典
ヲ
全
フ
ス
ル
事
能
ハ
ス
、
依
テ
謹
テ
舊
章
ニ
由
リ
、
時
宜
ヲ

斟
酌
シ
、
而
テ
更
ニ
制
ヲ
立
テ
、
式
ヲ
定
メ
、
玆
ニ
其
施
行
ス

ル
所
ノ
禮
典
ヲ
録
シ
、
一
綴
ト
成
シ
テ
、
以
テ
永
年
ノ
規
範
ト

為
ン
ト
ス
、
然
ト
雖
モ
、
後
世
尚
ホ
古
式
ヲ
興
シ
、
舊
儀
ヲ
復

ス
事
ア
ラ
ハ
幸
甚
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
取
神
宮
宮
司
正
七
位　

香
取
保
禮

　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
取
神
宮
禰
宜　
　
　
　

伊
東
泰
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
取
神
宮
主
典　
　
　
　

額
賀
大
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
取
神
宮
主
典　
　
　
　

香
取
致
恭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
取
神
宮
主
典　
　
　
　

香
取
由
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
取
神
宮
主
典　
　
　
　

緒
方
是
常

傍
線
筆
者

　

序
文
の
内
容
を
見
る
限
り
、「
慣
例
ノ
儀
式
盛
大
ニ
シ
テ
、
奉
務

ノ
職
員
僅
少
ナ
ル
カ
故
ニ
、
祀
典
ヲ
全
フ
ス
ル
事
能
ハ
ス
、」
と
い

う
事
情
が
、
祭
祀
改
変
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
理
由
と
推
察
さ
れ
る
が
、

実
情
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
香
取
神
宮
に
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お
け
る
明
治
期
の
祭
祀
改
変
の
実
情
と
背
景
事
情
に
つ
い
て
、
明
治

期
に
残
さ
れ
た
記
録
か
ら
考
察
を
行
い
た
い
。

一
、
明
治
期
に
お
け
る
祭
祀
改
変

　

香
取
神
宮
で
は
明
治
十
八
年
に
新
祭
典
が
定
め
ら
れ
た
。『
明
治

十
八
年
制
定
香
取
神
宮
年
中
祭
典
式
』
の
序
文
を
見
る
限
り
は
、
旧

儀
を
改
廃
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
改
変
は
、
香

取
神
宮
の
み
な
ら
ず
、
伊
勢
神
宮
は
じ
め
全
国
に
て
起
き
た
事
象
で

あ
っ
た
（
（
（

。

　

こ
の
明
治
期
に
お
け
る
祭
祀
改
変
の
実
情
に
つ
い
て
、
桜
井
勝
之

進
「
神
社
祭
祀
研
究
覚
え
書
」
で
は
、「
明
治
維
新
は
す
べ
て
の
神

社
を
国
家
の
宗
祀
と
し
た
の
で
、
祭
祀
の
解
釈
に
も
内
容
に
も
一
大

変
化
を
招
来
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
」
と
断
っ
た
上
で
（
（
（

、

　

そ
の
大
き
な
変
革
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
が
あ
ま
り
進
ん

で
い
な
い
の
は
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。

　

世
襲
の
祀
職
が
あ
ら
た
め
て
新
制
度
の
も
と
で
祀
官
に
と
り

立
て
ら
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
氏
子
の
間
に
確
立
さ
れ
て
き
た

制
度
が
そ
の
ま
ま
伝
承
さ
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
記
録
の

詳
細
な
も
の
が
存
し
て
、
こ
れ
を
新
時
代
の
祀
職
が
忠
実
に
踏

襲
す
る
等
々
、
何
れ
か
の
配
慮
に
よ
っ
て
伝
統
が
守
ら
れ
な
い

限
り
は
、
古
来
の
旧
儀
は
新
し
い
神
学
の
も
と
で
大
き
く
改
変

を
う
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
伝
統
主
義
の
権
化
と
さ
え
見
ら

れ
て
い
る
神
宮
に
お
い
て
す
ら
、
そ
の
変
貌
の
甚
だ
し
き
は
思

い
半
ば
に
す
ぎ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
少
し
で
も
新
古
の
文

献
を
照
合
し
た
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
神
宮
が
格
別
の
社

で
あ
る
だ
け
に
、
か
え
っ
て
そ
の
改
革
に
も
神
宮
祭
祀
の
学
に

無
縁
の
人
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
絵
大
き
く
影
響
し
た
と
い
え

よ
う
。

　

そ
の
他
の
神
社
に
あ
っ
て
も
明
治
の
変
化
の
様
相
は
一
様
で

は
な
い
。
当
時
公
布
さ
れ
た
中
央
お
よ
び
府
藩
庁
な
ど
の
令
達

に
よ
っ
て
も
お
よ
そ
の
意
図
と
方
向
は
察
知
で
き
る
け
れ
ど
も
、

実
際
に
つ
い
て
は
個
々
の
神
社
の
お
か
れ
た
諸
条
件
に
よ
り
著

し
い
差
異
が
あ
る
の
で
、
こ
の
方
面
に
つ
い
て
の
研
究
は
今
後

の
ま
つ
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
い
。

と
、
こ
の
分
野
の
研
究
が
実
は
進
ん
で
い
な
い
こ
と
、
今
後
の
進
展

を
待
つ
と
こ
ろ
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。
で
は
、

櫻
井
の
言
う
如
く
、
こ
の
分
野
の
研
究
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
の
か
。

ま
た
現
在
の
研
究
は
ど
う
な
の
か
。

　

櫻
井
が
「
神
社
祭
祀
研
究
覚
え
書
き
」
を
書
い
た
頃
、
平
井
直
房

が
「
特
殊
神
事
の
変
容
―
出
雲
国
造
の
新
嘗
会
と
火
継
ぎ
神
事
を
め

ぐ
っ
て
―
」
に
て
、
明
治
以
降
に
お
け
る
新
嘗
会
と
火
継
神
事
の
持

続
と
変
容
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
（
（

。
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又
、
櫻
井
が
例
と
し
て
挙
げ
た
神
宮
に
つ
い
て
中
西
正
幸
『
神
宮

祭
祀
の
研
究
』
七
章
「
明
治
の
新
祭
式
」
に
お
い
て
、
神
宮
に
お
け

る
明
治
期
の
祭
祀
の
改
変
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
（
（

。
櫻
井
が
触
れ
た

通
り
、
神
宮
で
さ
え
も
祭
祀
の
変
貌
甚
だ
し
か
っ
た
こ
と
が
、
中
西

の
論
考
か
ら
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
平
井
・
中
西
が
論
じ
て
い
る
の
は
、
古
儀
か
ら
新
儀
へ
変
容

し
て
い
く
、
そ
の
経
過
と
背
景
事
情
で
あ
る
。
平
井
は
、「
祭
祀
に

お
け
る
持
続
と
変
容
の
様
相
（
（（
（

」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
主
眼
を
置
き
、

中
西
は
「
祭
祀
を
考
え
ゆ
く
場
合
、
こ
の
十
数
年
間
に
わ
た
る
伝
統

と
変
革
、
新
旧
ふ
た
つ
な
が
ら
の
理
念
が
交
錯
し
あ
う
の
を
検
討
す

る
（
（（
（

」
と
し
て
、
祭
祀
の
変
容
と
そ
れ
を
取
り
巻
い
て
い
た
時
代
状
況

を
描
き
出
し
て
い
る
。

　

櫻
井
が
指
摘
す
る
通
り
、
出
雲
・
神
宮
の
事
例
に
お
け
る
祭
祀
の

変
容
は
、
そ
の
事
情
を
大
き
く
異
と
し
て
い
る
こ
と
が
先
行
研
究
よ

り
窺
え
る
。
ま
た
、
櫻
井
の
「
古
来
の
旧
儀
は
新
し
い
神
学
の
も
と

で
大
き
く
改
変
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
（（
（

」
と
い
う
指
摘
は
、
少

な
く
と
も
、
平
井
・
中
西
の
論
を
見
る
限
り
、
肯
定
的
に
と
ら
え
ら

れ
よ
う
。
だ
が
、
改
変
を
受
け
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ

と
と
は
又
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、「
明
治
の
一
大
変
化
」

の
影
響
を
受
け
た
神
社
の
現
場
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
櫻
井
自
身
も
「
そ
の
他
の
神
社
に
あ
っ
て
も
明
治
の
変
化

の
様
相
は
一
様
で
は
な
い
（
（（
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
祭
祀
改
変
に
つ
い

て
の
研
究
は
具
体
的
事
例
、
特
に
神
社
と
言
う
現
場
に
お
け
る
変
化

へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
研
究
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く
必
要
性
が
あ
る
と

考
え
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
明
治
期
に
お
け
る
祭
祀
改
変
の
一
事
例
と
し

て
、
香
取
神
宮
の
祭
祀
改
変
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。
考
察
に
お

い
て
主
眼
と
す
る
の
は
、
神
社
と
い
う
現
場
に
お
け
る
「
明
治
の
一

大
変
化
」
の
影
響
の
有
様
と
、
年
中
祭
典
の
変
容
経
過
と
そ
の
背
景

事
情
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
明
治
期
の
香
取
神
宮
を
取
り
巻
い
て
い
た

環
境
の
変
化
を
把
握
し
、
明
治
維
新
前
の
旧
儀
と
明
治
十
八
年
制
定

の
新
儀
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
の
関
係
性
と
新
祭
典
制
定
の
意
図

を
問
う
。

　

尚
香
取
神
宮
で
は
明
治
期
に
入
り
、『
香
取
神
宮
祭
祀
式
』『
香
取

神
宮
年
中
御
祭
典
儀
式
帳
』『
香
取
宮
年
中
祭
典
記
』『
維
新
前
年
中

祭
典
式
稿
』『
祭
典
舊
儀
下
調
書
』
と
い
う
明
治
維
新
前
の
旧
儀
に

つ
い
て
記
し
た
書
物
が
編
纂
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
旧
儀
を
記
録
し

た
書
物
が
、
何
故
明
治
期
に
多
く
編
纂
さ
れ
た
の
か
、
新
祭
典
制
定

と
の
関
係
性
が
あ
る
の
か
、
そ
の
点
も
踏
ま
え
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

二
、
維
新
前
の
香
取
神
宮

　

ま
ず
、
香
取
神
宮
に
お
け
る
年
中
祭
典
が
如
何
様
な
様
相
を
呈
し

て
い
た
か
、
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

香
取
神
宮
旧
来
の
年
中
祭
典
は
、
本
社
お
よ
び
摂
社
末
社
を
含
め
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九
十
六
の
神
事
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。（
表
二
）

表
二
、
香
取
神
宮
に
お
け
る
年
中
祭
典

月
日

祭
典
名

月
日

祭
典
名

正
月
元
旦

元
朝
神
事

十
月
廿
四
日

相
撲
祭
當
降
神
々
事

大
御
饌
捧

十
月
廿
五
日

大
饗
祭
當
降
神
々
事

御
古
波
物
神
事

神
事
始

司
召
神
事

十
月
廿
七
日

相
撲
祭
御
饌
米
清
洗

宮
積
神
事

十
月
廿
八
日

大
饗
祭
御
饌
米
清
洗
等

内
陣
開
扉

相
撲
祭
大
御
饌
炊

元
三
祭
大
御
饌
神
事

相
撲
祭
献
備
物
切
盛

正
月
二
日

正
月
二
日
夜
神
事

十
月
廿
九
日

大
饗
祭
大
御
饌
炊
及

献
備
物
切
盛

又
見
神
社
神
事

相
撲
祭
大
御
饌
捧

正
月
三
日

竃
神
社
々
前
御
占
神
事

相
撲
大
御
饌
神
事

裂
々
神
社
前
御
占
神
事
十
月
晦
日

大
饗
祭
大
御
饌
御
饌
捧

正
月
四
日

山
口
祭
（
年
葉
神
事
）

大
饗
大
御
饌
神
事

御
戸
鎮
神
事

十
一
月
朔
日

賀
詞
祭
献
備
物
切
盛

竃
神
社
矢
的
神
事

相
撲
大
饗
両
祭
賀
詞
神
事

裂
々
神
社
矢
的
神
事

十
一
月
二
日

相
撲
祭
當
送
神
々
事

正
月
七
日

元
三
祭
當
賀
詞
祭
献

備
物
切
盛

夜
神
事

七
種
神
事

十
一
月
三
日

大
饗
祭
當
送
神
々
事

白
馬
神
事

夜
神
事

元
三
祭
賀
詞
神
事

十
一
月
四
日

饗
膳
・
御
扉
開
神
事

祭
祝
神
符
拝
受
神
事

十
一
月
五
日

酒
振
舞

正
月
八
日

元
三
祭
當
神
送
神
事

御
扉
鎮
神
事

修
正
會

十
一
月
六
日

西
宮
神
事

正
月
七
日
以
後
日

鍬
入
神
事

十
一
月
七
日

側
高
神
事

正
月
十
一
日
神
楽
奏
始

堀
祭
・
白
状
祭

正
月
十
四
日
追
儺

橋
祭

花
園
神
社
布
留
引
神
事

團
子
神
事

正
月
十
五
日
小
豆
粥
献
供

璽
神
社
神
事
・
同
社

蔵
神
事

正
月
十
六
日
射
禮
神
事

十
一
月
初
酉

側
高
神
社
初
酉
神
事

二
月
巳
午
日
一
萬
燈

十
一
月
九
日

鹿
嶋
新
宮
神
事

三
月
上
巳
午
日

神
幸
祭

十
一
月
十
日

若
宮
神
事

三
月
三
日

上
巳
ノ
祝
儀

十
一
月
十
一
日
匝
瑳
神
社
神
事

四
月
四
日

竃
清
神
事
・
開
扉
神
事
十
一
月
十
二
日
日
王
子
神
事

四
月
五
日

御
田
植
神
事

十
一
月
十
三
日
返
田
神
事

御
扉
鎮
神
事

十
一
月
十
六
日
火
王
子
神
事

五
月
五
日

端
午
神
事

十
一
月
十
七
日
息
栖
神
事

流
鏑
馬
式

頴
穂
神
事

六
月
晦
日

大
祓

十
一
月
十
八
日
又
見
神
事

八
月
上
子
日
新
飯
祭
當
降
神
々
事

十
一
月
十
九
日
又
見
神
事

竃
清
神
事
・
新
飯
神
事
十
一
月
廿
日

夜
神
事

八
月
上
丑
日
新
飯
献
供

馬
場
殿
神
事
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側
高
神
事
新
飯
神
事

十
二
月
廿
一
日
八
郎
王
子
神
事

九
月
九
日

月
日
神
事

十
二
月
廿
二
日
元
三
祭
切
封
神
事

十
月
十
七
日
相
撲
祭
切
封
神
事

十
二
月
廿
三
日
元
三
祭
試
神
事

十
月
十
八
日
大
饗
祭
切
封
神
事

十
二
月
廿
四
日
元
三
奉
行
寄
合

十
月
十
九
日
相
撲
祭
試
神
事

十
二
月
廿
五
日
元
三
祭
神
招
神
事
・

同
神
事
始

十
月
廿
日

大
饗
祭
試
神
事

十
二
月
廿
七
日
煤
払
神
事

十
月
廿
二
日
相
撲
祭
當
奉
行
寄
合

十
二
月
廿
九
日
元
三
祭
御
饌
米
清
洗

十
月
廿
三
日
大
饗
祭
當
奉
行
寄
合

十
二
月
晦
日

元
三
大
御
饌
炊

　

こ
れ
ら
旧
祭
典
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
「
五
箇
度
の
大
神
事
」
と

呼
ば
れ
る
祭
祀
で
あ
る
（
（（
（

。「
五
箇
度
の
大
神
事
」
は
年
中
祭
典
に
お

い
て
、
御
扉
開
神
事
・
御
扉
閉
神
事
を
伴
う
重
儀
で
、
正
月
元
三
神

事
・
三
月
神
幸
祭
・
四
月
御
田
植
神
事
・
八
月
新
飯
神
事
・
十
月
相

撲
大
饗
神
事
を
指
す
。
こ
の
大
祭
の
重
儀
ぶ
り
は
『
香
取
年
中
行
事

絵
巻
（
（（
（

』
や
『
香
取
宮
年
中
祭
典
記
（
（（
（

』
の
正
月
元
三
祭
の
絵
図
に
数
多

の
祀
職
―
六
十
九
名
―
が
着
座
し
て
い
る
光
景
か
ら
も
わ
か
る
。

　

そ
の
「
五
箇
度
の
大
神
事
」
に
は
、「
祭
當
」
と
呼
ば
れ
る
祀
職

が
選
ば
れ
奉
仕
を
し
て
い
た
。「
祭
當
」
と
は
、
年
の
初
め
正
月
七

日
の
「
神
符
拝
受
」
で
「
御
神
符
」
を
受
け
た
祀
職
を
言
い
、
そ
の

年
の
「
五
箇
度
の
大
神
事
」
何
れ
か
に
奉
仕
す
る
。
そ
の
年
の
「
祭

當
」
に
選
ば
れ
た
祀
職
は
、「
祭
當
」
で
あ
る
旨
と
汚
穢
不
浄
を
忌

む
旨
を
記
し
た
高
札
を
自
宅
に
立
て
、
潔
斎
の
生
活
を
行
う
（
（（
（

。
ま
た
、

「
五
箇
度
の
大
神
事
」
の
祭
礼
前
日
に
は
自
宅
に
て
、
假
殿
を
設
け

神
事
を
行
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
（
（（
（

。
こ
の
「
祭
當
」
の
仕
組
み
は
、

輪
番
制
で
あ
り
、
八
十
数
名
の
祀
職
が
い
た
維
新
前
の
香
取
神
宮
に

お
け
る
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
れ
ら
年
中
祭
典
を
支
え
た
の
は
、
豊
か
な
経
済
基
盤
で
あ
っ
た
。

香
取
神
宮
の
経
済
基
盤
は
、
神
宮
周
辺
に
お
け
る
社
領
で
あ
っ
た
。

古
来
香
取
神
宮
は
、
下
総
国
香
取
郡
を
神
郡
と
し
て
い
た
。
ま
た
中

世
の
文
献
を
ひ
も
解
け
ば
、
香
取
周
辺
の
葛
原
牧
・
小
野
・
織
幡
・

加
符
・
相
根
・
二
俣
・
大
畠
・
佐
原
・
津
宮
・
返
田
・
丁
子
・
追

野
・
小
見
・
木
内
・
福
田
等
が
、
香
取
社
の
管
轄
す
る
社
領
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
又
、
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
に
は
徳
川
家

康
よ
り
香
取
郷
の
内
、
千
石
を
寄
進
さ
れ
て
お
り
（
（（
（

、
こ
の
ほ
か
中
世

以
来
の
領
地
を
各
祀
職
が
保
持
し
、
こ
れ
ら
領
地
が
祭
祀
用
途
等
に

充
て
て
い
た
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
社
領
の
管
理
及
び
、
祭
祀
の
奉
仕
を
行
っ
た
の
が

八
十
九
の
祀
職
で
あ
る
。（
表
三
）

表
三
、
維
新
前
の
香
取
神
宮
祀
職

両
社
務

大
宮
司

大
禰
宜

六
官

宮
之
介

權
禰
宜

物
申
祝

國
行
事

大
祝

副
祝

奉
行

惣
檢
校

權
之
介

行
事
禰
宜
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録
司
代

田
所

案
主

高
倉
目
代

正
検
非
違
使

權
検
非
違
使

分
飯
司

内
院
神
主

大
神
主

四
郎
神
主

次
郎
神
主

六
郎
神
主

小
井
土
神
主

中
幣
神
主

堀
口
神
主

大
長
手

庭
上
神
主

押
領
使

六
郎
祝

禰
宜
祝

三
郎
祝

塙
祝

權
祝

源
太
祝

五
郎
祝

酒
司

修
理
檢
校

幣
所
祝

郷
之
長

文
三
郎
祝

小
長
手

中
祝

油
井
傔
杖

迫
田
傔
杖

大
細
工

側
高
祝

返
田
祝

鍛
冶
傔
杖

權
次
郎
祝

吉
原
傔
杖

土
器
判
官

佐
原
禰
宜

秀
屋
長

神
子
別
當

膳
部
所

角
案
主

雉
子
判
官

田
令
判
官

權
判
官

木
守
判
官

正
判
官

神
楽
人

兵
衛
大
夫

孫
大
夫

三
郎
大
夫

四
郎
大
夫

近
藤
大
夫

民
部
大
夫

笛
大
夫

女
職

物
忌

八
乙
女

大
命
婦

天
道
命
婦

十
郎
命
婦

松
山
命
婦

坂
中
命
婦

和
田
命
婦

堀
川
命
婦

鏡
命
婦

神
子
別
當

神
夫

菰
長
神
夫

新
藤
神
夫

一
ノ
神
夫

二
ノ
神
夫

宿
直
惣
使

定
使

御
読
経
所

別
當

定
額
代

又
見

圓
壽
院

神
主
供
僧

讀
師

　

香
取
神
宮
で
は
、
社
務
を
掌
る
大
宮
司
、
同
じ
く
社
務
を
司
り
神

宮
内
院
を
掌
る
大
禰
宜
を
合
わ
せ
て
両
社
務
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ

の
両
社
務
の
下
に
内
院
神
主
・
庭
上
神
主
な
ど
の
祀
職
ら
が
、
香
取

神
宮
の
旧
儀
を
支
え
て
い
た
（
（（
（

。

　

こ
れ
ら
香
取
神
宮
の
経
済
・
祭
祀
の
運
営
が
、
明
治
維
新
を
期
に

大
き
く
改
変
し
て
ゆ
く
。

　

ま
ず
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
一
月
五
日
に
神
社
寺
領
を
収
め
、

府
藩
縣
に
帰
属
、
上
地
を
行
っ
た
。
こ
の
時
、
當
年
分
の
神
領
か
ら

の
収
入
は
、
下
付
の
形
が
と
ら
れ
た
。
ま
た
、
明
治
四
年
（
一
八
七

一
）
か
ら
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
ま
で
の
三
カ
年
は
、
地
租
半
額

を
下
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
（（
（

。
旧
来
、
経
済
基
盤
と
な
っ
て
い
た

社
寺
領
は
す
べ
て
、
国
の
物
と
な
り
、
香
取
神
宮
の
経
営
は
大
き
く

転
換
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

次
い
で
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
五
月
十
四
日
、
世
襲
の
神
職

を
廃
し
、
神
職
を
精
選
補
任
す
る
こ
と
が
布
告
さ
れ
た
。
香
取
神
宮

は
、
官
幣
大
社
で
あ
っ
た
の
で
、
大
宮
司
・
禰
宜
・
權
禰
宜
・
主
典
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と
公
布
さ
れ
、
大
宮
司
と
し
て
大
中
臣
（
香
取
）
保
礼
、
大
禰
宜
と

し
て
大
中
臣
国
雄
が
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
（（
（

。
翌
年
の
明
治
五

年
（
一
八
七
二
）
一
月
二
十
日
に
は
、
香
取
神
宮
大
宮
司
以
下
神
官

に
対
し
て
解
職
が
申
し
つ
け
ら
れ
、
同
年
六
月
八
日
、
教
部
省
に
て
、

大
宮
司
を
奏
任
官
と
し
て
欠
し
た
ま
ま
、
少
宮
司
に
香
取
保
礼
、
禰

宜
に
香
取
義
風
・
伊
藤
泰
歳
が
任
ぜ
ら
れ
た
（
（（
（

。
同
年
同
月
二
十
三
日

に
は
朝
野
泰
彦
・
額
賀
大
重
・
今
泉
潔
・
尾
形
是
眞
ら
が
禰
宜
と
し

て
任
ぜ
ら
れ
、
ま
た
香
取
致
恭
ら
五
名
が
主
典
、
高
木
英
武
ら
七
名

が
外
出
仕
と
し
て
任
ぜ
ら
れ
た
（
（（
（

。
旧
来
の
祀
職
か
ら
比
べ
れ
ば
六
十

名
余
り
減
っ
て
、
わ
ず
か
二
十
名
の
祀
職
で
、
香
取
神
宮
を
運
営
し

て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

経
済
・
神
職
が
大
き
く
変
わ
る
一
方
で
ま
た
、
祭
祀
の
在
り
方
に

も
変
化
が
訪
れ
る
。
そ
れ
は
明
治
八
年
に
式
部
寮
よ
り
布
達
さ
れ
た

神
社
祭
式
で
あ
る
。
神
社
祭
式
の
内
容
は
、
官
幣
國
幣
官
社
式
の
祈

年
祭
・
新
嘗
祭
・
例
祭
、
府
県
郷
村
社
式
の
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
・
例

祭
、
以
上
の
祭
式
、
及
び
官
社
以
下
の
一
般
規
範
と
し
て
、
元
始

祭
・
神
武
天
皇
御
陵
遙
拝
・
皇
大
神
宮
遙
拝
・
天
長
節
・
大
祓
の
規

定
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
全
国
神
社
が
行
う
祭
祀
と
し
て

布
達
、
香
取
神
宮
も
こ
の
祭
祀
の
執
行
を
行
っ
た
。

　

神
社
祭
式
の
布
達
よ
り
四
カ
月
後
の
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
八

月
二
十
日
に
は
例
祭
が
行
わ
れ
、
地
方
官
代
理
と
し
て
木
間
瀬
柔
三

が
参
向
（
（（
（

、
同
年
十
一
月
二
十
三
日
に
は
新
嘗
祭
に
地
方
官
代
理
と
し

て
木
間
瀬
柔
三
が
参
向
し
て
い
る
（
（（
（

。
神
社
祭
式
に
随
い
例
祭
・
官
祭

が
執
行
さ
れ
、
長
官
代
理
が
参
向
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か

し
、
旧
来
、
香
取
神
宮
に
お
い
て
、
例
祭
日
に
あ
た
る
八
月
二
十
日

―
古
例
で
は
八
月
上
子
・
上
丑
の
日
―
に
は
新
飯
神
事
―
ま
た
は
新

嘗
祭
と
も
―
と
呼
ば
れ
る
初
穂
献
納
の
儀
礼
が
執
行
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
官
祭
で
あ
る
新
嘗
祭
と
旧
祭
祀
で
あ
る
新
飯
神
事
、
二
つ

の
新
穀
献
納
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
（（
（

。
こ
の

新
飯
神
事
は
、
明
治
十
八
年
の
時
点
で
廃
止
さ
れ
、
官
祭
の
新
嘗
祭

が
執
行
さ
れ
て
い
る
。

　

兎
角
、
明
治
維
新
を
境
に
旧
来
の
体
制
か
ら
香
取
神
宮
は
著
し
く

変
化
し
た
。
少
な
く
と
も
表
面
上
の
変
化
と
し
て
、
経
済
基
盤
の
変

化
・
祀
職
の
変
化
・
祭
祀
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

で
は
、
明
治
十
八
年
に
新
祭
典
制
定
に
至
る
経
過
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
。『
明
治
十
八
年
制
定
香
取
神
宮
年
中
祭
典
式
』

の
序
文
の
よ
う
な
理
由
が
、
祭
祀
改
変
の
背
景
と
し
て
存
在
し
て
い

た
の
か
考
察
し
た
い
と
思
う
。

三
、
祭
祀
改
変
の
経
過

　
『
明
治
十
八
年
制
定
香
取
神
宮
年
中
祭
典
式
』
の
序
文
を
も
う
一

度
振
り
返
っ
て
み
る
と
、「
慣
例
ノ
儀
式
盛
大
ニ
シ
テ
、
奉
務
ノ
職

員
僅
少
ナ
ル
カ
故
ニ
、
祀
典
ヲ
全
フ
ス
ル
事
能
ハ
ス
、」
と
い
う
こ

と
が
、「
依
テ
謹
テ
舊
章
ニ
由
リ
、
時
宜
ヲ
斟
酌
シ
、
而
テ
更
ニ
制
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ヲ
立
テ
、
式
ヲ
定
メ
」
た
理
由
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
文
意
を

改
め
て
考
え
て
み
る
。

　
「
慣
例
ノ
儀
式
盛
大
ニ
シ
テ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
述
の
「
五

箇
度
の
大
神
事
」
を
含
ん
だ
年
間
九
十
六
の
祭
祀
が
あ
っ
た
事
を
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
五
箇
度
の
大
神
事
」
に
限
っ
て

言
え
ば
、
祀
職
総
出
の
祭
典
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
も
加
え
る
と
、
旧

来
の
儀
式
が
盛
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
脚
色
で
も
無
く
、
ま
た
美
辞
で

も
無
い
こ
と
が
窺
え
る
。

　

次
に
「
奉
務
ノ
職
員
僅
少
ナ
ル
カ
故
ニ
、
祀
典
ヲ
全
フ
ス
ル
事
能

ハ
ス
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
祭
祀
改
変
の
直
接
的
な
理
由
と
推
察
さ

れ
る
。「
奉
務
ノ
職
員
僅
少
ナ
ル
カ
故
ニ
」
と
は
、
明
治
五
年
（
一

八
七
二
）
の
祀
職
の
解
職
、
少
宮
司
以
下
の
補
任
、
そ
し
て
明
治
十

年
（
一
八
七
七
）
の
神
官
廃
止
に
よ
る
、
祀
職
の
激
減
を
指
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
通
り
、
旧
来
の
祀
職
は
八
十
九
あ
り
、
そ

の
祀
職
ら
が
祭
典
に
奉
仕
し
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

そ
れ
が
明
治
五
年
に
は
二
十
名
程
に
ま
で
減
少
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治

十
年
に
神
宮
并
官
国
幣
社
神
官
が
廃
さ
れ
、
新
た
に
宮
司
一
人
禰
宜

一
人
主
典
五
人
と
な
り
、
更
に
削
減
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、「
祀
典
」

つ
ま
り
「
慣
例
ノ
儀
式
」
を
執
り
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、「
依
テ
謹
テ
舊
章
ニ
由
リ
、
時
宜
ヲ
斟
酌
シ
、
而
テ
更

ニ
制
ヲ
立
テ
、
式
ヲ
定
メ
」
る
こ
と
で
、
祭
典
を
執
行
し
よ
う
と
し

た
事
が
窺
え
る
。
で
は
、「
謹
テ
舊
章
ニ
由
リ
」
と
い
う
「
舊
章
」

と
は
何
な
の
か
。
こ
れ
は
、
明
治
期
に
ま
と
め
ら
れ
た
、
維
新
前
の

祭
典
を
記
し
た
『
香
取
神
宮
祭
祀
式
』
を
は
じ
め
と
す
る
記
録
類
に

あ
る
祭
典
次
第
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
神
祇
官
に
提
出
す
る
草
稿
を
写
し

た
『
香
取
神
宮
祭
祀
式
（
（（
（

』、
明
治
四
年（
一
八
七
一
）に
書
き
あ
げ
ら
れ

た
『
香
取
神
宮
年
中
御
祭
典
儀
式
帳
（
（（
（

』、
明
治
四
年
ご
ろ
舊
祀
職
録

司
代
で
あ
っ
た
香
取
豊
敏
『
香
取
宮
年
中
祭
典
記
（
（（
（

』、
明
治
十
七
年

（
一
八
八
四
）
に
禰
宜
で
あ
る
伊
藤
泰
歳
に
よ
り
記
さ
れ
た
『
維
新
前

年
中
祭
典
式
稿
（
（（
（

』、
ま
た
同
年
な
い
し
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に

伊
藤
泰
歳
が
記
し
た
『
祭
典
舊
儀
下
調
書
（
（（
（

』
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記

録
は
、
明
治
維
新
前
に
お
け
る
香
取
神
宮
旧
祭
典
の
式
次
第
等
を
記

し
た
も
の
で
、
維
新
前
の
祭
典
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
記
録
類
を
元
に
し
て
、『
明
治
十
八
年
制

定
香
取
神
宮
年
中
祭
典
式
』
は
制
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
旧
儀
と
新
儀
ど
の
よ
う
な
改
変
が
行
わ
れ
た
の
か
。
ま
ず

年
中
祭
典
の
比
較
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

　

旧
儀
で
九
十
六
行
わ
れ
て
い
た
祭
典
は
、
明
治
十
八
年
に
至
り
五

十
五
ま
で
縮
小
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
年
中
祭
典
で
重
儀
で
あ
っ
た
「
五
箇
度
の
大
神
事
」
の
内
、

正
月
元
三
神
事
・
新
飯
神
事
・
相
撲
神
事
及
び
、
こ
れ
ら
に
関
係
す

る
「
祭
當
」
が
行
う
神
事
は
す
べ
て
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
残
っ
た
神
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幸
祭
は
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
以
来
途
絶
し
た
も
の
を
明
治
八

年
（
一
八
七
五
）
に
復
興
し
（
（（
（

、
御
田
植
祭
・
大
饗
祭
は
祭
典
規
模
の

縮
小
に
て
か
ろ
う
じ
て
存
続
し
た
が
、「
御
扉
開
」「
御
扉
鎮
」
の
神

事
は
廃
絶
さ
れ
た
。
年
中
祭
典
の
多
く
は
こ
の
「
五
箇
度
の
大
神

事
」
に
関
わ
る
も
の
が
多
く
、「
祭
當
」
制
度
が
意
味
を
な
さ
な
く

な
っ
た
故
、「
祭
祝
神
符
拝
受
神
事
」
や
「
五
箇
度
の
大
神
事
」
に

て
「
祭
當
」
邸
宅
で
行
わ
れ
る
神
招
や
神
送
な
ど
付
随
的
な
神
事
も

す
べ
て
廃
止
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
元
朝
神
事
」「
御
古
波

物
神
事
」「
司
召
神
事
」「
宮
積
神
事
」
と
い
っ
た
年
頭
儀
礼
が
大
幅

に
縮
小
さ
れ
、
歳
始
祭
・
新
年
拝
賀
式
と
名
を
改
め
存
続
し
、
摂
末

社
の
神
事
は
祭
典
規
模
縮
小
を
し
て
継
続
す
る
形
を
と
っ
た
。

　

で
は
、
明
治
十
八
年
の
新
祭
式
制
定
ま
で
、
年
中
祭
典
が
如
何
様

な
変
遷
を
た
ど
っ
た
か
、
明
治
六
・
七
年
頃
に
当
時
禰
宜
で
あ
っ
た

伊
能
穎
則
に
よ
り
書
か
れ
た
『
年
中
祭
典
祝
案
』
と
同
じ
く
伊
能
穎

則
に
よ
り
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
記
さ
れ
た
『
明
治
儀
式
祝
詞
案
』

か
ら
、
旧
儀
か
ら
新
儀
へ
の
変
遷
が
見
て
取
れ
る
（
（（
（

。（
表
四
）

表
四
、
祝
詞
案
に
見
る
祭
典
名

『
年
中
祭
典
祝
詞
案
』

『
明
治
儀
式
祝
詞
案
』

旧
儀

新
儀

旧
儀

新
儀

歳
始
祭

歳
始
祭

新
年
賀
詞

新
年
賀
詞

一
月
一
日
祭

歳
始
大
饗
祭

又
見
神
社
祭

又
見
神
社
祭

元
始
祭

元
始
祭

山
口
祭

山
口
祭

弓
始
祭

弓
始
祭

鍬
始
祭

鍬
始
祭

白
馬
祭

歳
始
祭
直
会
賀
詞

歳
始
祭
直
会
賀
詞

布
留
引
神
事

布
留
引
神
事

鎮
星
祭

鎮
星
祭

土
御
門
宮

孝
明
天
皇
遙
拝

紀
元
節
遙
祭
・

同
神
前

紀
元
節
遙
祭
・

同
神
前

祈
年
祭

祈
年
祭

春
季
祭

春
季
祭

摂
社
八
所
招
神
・

同
遙
祭
・
同
送
神

摂
社
八
所
招
神
・

同
遙
祭
・
同
送
神

末
社
二
十
二
所

班
幣

末
社
二
十
二
所

班
幣

橿
原
宮
四
月
三
日

神
武
天
皇
祭

御
船
遊
申
告

軍
神
祭
報
告

行
宮
造
進

行
宮
造
進
祭

御
船
「
木
」
伐

山
口
祭

御
船
代
造
進
祭
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軍
神
祭
解
除

軍
神
祭
解
除

大
御
輿
奉
遷
詞

大
御
輿
奉
遷
詞

拝
殿
奉
招

奉
招
詞

本
日
御
発
途

御
発
途

御
休
所

本
日
御
仮
殿

軍
神
祭
行
宮
祝

詞

荒
川
口

還
幸
奉
促
祝
詞

御
遷
幸

御
遷
幸

御
本
座
奉
安

本
座
奉
安
詞

御
田
植
祭

御
田
植
祭

流
鏑
馬
祭

流
鏑
馬
祭

大
祓
神
宮
祝
詞

大
祓
神
宮
祝
詞

道
饗
祭

道
饗
祭

月
日
祭

月
日
祭

摂
末
社
降
神
・

拝
詞
・
同
昇
神

摂
末
社
降
神
・

拝
詞
・
同
昇
神

秋
季
祭
同
昇
神

秋
季
祭
同
昇
神

摂
社
八
所
降
神
・

祝
詞
・
同
昇
神

末
社
二
十
二
所

奉
幣

末
社
二
十
二
所

奉
幣

大
饗
祭
神
事
始

大
饗
祭
神
事
始

大
饗
祭

大
饗
祭

大
饗
祭
直
会
寿
詞

大
饗
祭
直
会
寿
詞

内
陣
御
神
楽

内
陣
御
神
楽

側
高
社
招
神
・
同

拝
詞
・
同
送
神

側
高
社
招
神
・
同

拝
詞
・
同
送
神

団
碁
祭

団
碁
祭

返
田
祭

桜
大
刀
自
神
社
祭

桜
大
刀
自
神
社
祭

鹿
嶋
社
祭

鹿
嶋
社
祭

匝
瑳
祭

匝
瑳
祭

日
王
子
社
祭

日
王
子
社
祭

火
御
子
社
祭

火
御
子
社
祭

息
洲
社
祭

息
洲
社
祭

又
見
神
社
祭

又
見
神
社
祭

馬
場
殿
祭

馬
場
殿
祭

八
郎
王
子
祭

八
郎
王
子
祭

側
高
祭

側
高
祭

神
事
始

神
事
始

除
夜
祭

除
夜
祭

鎮
火
祭

大
戸
神
社
祭

側
高
神
社
祭

返
田
神
社
祭
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『
明
治
十
八
年
制
定
香
取
神
宮
年
中
祭
典
式
』
か
ら
比
べ
る
と
、

年
頭
の
「
歳
始
大
饗
祭
」、「
布
留
引
神
事
」「
歳
始
直
会
賀
詞
」
や
、

摂
末
社
の
神
事
で
あ
る
「
摂
社
八
所
神
招
・
同
遙
祭
・
同
送
神
」

「
末
社
二
十
二
所
奉
幣
」「
日
王
子
社
祭
」「
火
御
子
社
祭
」「
息
洲
社

祭
」「
馬
場
殿
祭
」「
八
郎
王
子
祭
」
が
年
中
祭
典
に
残
っ
て
い
る
こ

と
が
見
て
取
れ
る
。
少
な
く
と
も
明
治
七
年
か
ら
十
年
の
こ
ろ
に
は
、

祝
詞
案
に
載
る
祭
典
の
執
行
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
明
治
十
八
年
の
時
点
で
は
、
こ
れ
ら
祭
典
が
廃
止

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
想
定
し
て
い
た
年
中
祭
典
に
不
備

も
し
く
は
執
行
不
可
能
な
事
情
が
生
じ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
言

え
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
明
治
十
年
の
神
官
廃
止
の
問
題
が
関

わ
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
祝
詞
案
「
歳
始
祭
祝
詞
」
を
見
る
と
、

「
大
宮
司
姓
名
」「
少
宮
司
何
某
」「
禰
宜
何
某
・
何
某
」「
權
禰
宜
何

某
・
何
某
以
上
四
名
」「
主
典
何
某
・
何
某
以
上
五
名
」
と
あ
り
、

奉
仕
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

。
明
治
六
年
に
禰
宜
と
し
て
任
ぜ
ら
れ

た
伊
能
は
、
そ
の
時
の
祀
職
の
構
成
か
ら
祝
詞
案
の
奉
仕
者
を
記
し

た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
明
治
十
年
に
は
神
官
廃
止
に
よ

り
、
職
員
は
さ
ら
に
減
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、『
年
中
祭
典
祝

詞
案
』『
明
治
儀
式
祝
詞
案
』
が
作
成
さ
れ
た
明
治
七
年
か
ら
十
年

頃
は
明
治
五
年
以
降
の
神
官
制
度
に
基
づ
き
祝
詞
案
を
作
成
し
た
こ

と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
年
中
祭
典
そ
の
も
の

も
当
時
の
神
官
制
度
に
照
ら
し
て
勘
案
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

そ
れ
は
『
年
中
祭
典
祝
詞
案
』『
明
治
儀
式
祝
詞
案
』
に
年
始
に
お

け
る
「
歳
始
大
饗
祭
」
旧
儀
で
は
正
月
元
三
神
事
と
い
う
「
五
箇
度

の
大
神
事
」
の
一
つ
が
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ

る
。
祀
職
の
総
出
の
大
祭
典
で
あ
っ
た
正
月
元
三
神
事
は
、
そ
の
実

十
月
の
相
撲
神
事
・
大
饗
神
事
と
ほ
ぼ
同
じ
祭
典
内
容
で
あ
っ
た
。

「
歳
始
大
饗
祭
」
が
明
治
七
年
か
ら
十
年
の
時
点
で
ど
の
よ
う
な
祭

典
規
模
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
当
時
の
神
官

数
に
合
わ
せ
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
何

故
な
ら
ば
、
す
で
に
大
饗
神
事
は
、
そ
の
神
事
形
式
を
大
幅
に
縮
小

す
る
形
で
祭
典
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
『
香
取
神
宮
祭
式
』
や
『
維
新
前
年
中
祭
典
式
稿
』
に
見
る
大
饗

神
事
は
、
相
撲
神
事
と
鏡
合
わ
せ
の
よ
う
な
神
事
で
あ
り
、「
神
事

始
」
か
ら
両
祭
は
始
ま
り
、「
相
撲
大
饗
賀
詞
神
事
」
に
て
終
わ
る

大
祭
典
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
神
事
が
祝
詞
案
で
は
、「
大
饗
祭

神
事
始
」「
大
饗
祭
」「
大
饗
祭
直
会
寿
詞
」
の
三
祭
典
に
と
ど
め
ら

れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
祭
典
を
維
持
す
る
上
で
の
規
模
縮
小
の

形
が
こ
の
三
祭
の
執
行
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
大

饗
神
事
と
同
様
の
祭
典
形
式
を
も
つ
正
月
元
三
神
事
は
、
大
饗
神
事

同
じ
く
祭
典
規
模
が
縮
小
さ
れ
る
も
存
続
の
形
が
想
定
さ
れ
、
祝
詞

案
も
編
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
明
治
十
年
の

神
官
廃
止
に
と
も
な
う
人
員
削
減
は
、「
歳
始
大
饗
祭
」
を
は
じ
め

と
す
る
縮
小
し
た
祭
典
で
す
ら
執
行
お
ぼ
つ
か
な
い
状
態
へ
な
っ
た
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の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
員
削
減
に
伴
う
定
額
金
の
減

額
も
、
祭
典
費
を
圧
迫
し
た
こ
と
は
想
定
さ
れ
る
が
、
現
資
料
か
ら

は
人
員
削
減
に
よ
る
祭
典
の
規
模
縮
小
を
推
測
す
る
に
と
ど
ま
る
。

　

よ
っ
て
、
明
治
七
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
の
祭
典
数
が
明
治
十
八

年
制
定
の
新
祭
典
と
比
べ
そ
の
数
が
多
か
っ
た
の
は
、
想
定
さ
れ
た

神
官
の
数
が
多
か
っ
た
こ
と
が
一
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

新
旧
祭
典
の
比
較
か
ら
、
凡
そ
年
中
祭
典
の
規
模
は
縮
小
傾
向
、
個

別
に
は
祭
典
規
模
を
縮
小
し
、
少
な
い
神
官
で
の
奉
仕
で
も
執
行
で

き
う
る
祭
典
へ
と
改
変
さ
れ
た
こ
と
が
、『
年
中
祭
典
祝
詞
案
』『
明

治
儀
式
祝
詞
案
』
の
祭
典
の
推
移
か
ら
、
想
定
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
規
模
縮
小
さ
れ
た
旧
儀

が
如
何
様
な
式
を
以
て
存
続
せ
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
年
中
祭
典
は
そ
の
規
模
を
縮
小
さ
れ
、
多
く
の
旧
儀
が

廃
止
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
残
っ
た

旧
儀
が
ど
の
よ
う
に
し
て
存
続
が
図
ら
れ
た
の
か
、
祭
祀
改
変
の
経

緯
を
知
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
五
箇
度
の
大
神
事
」

の
内
、
中
世
・
近
世
を
通
し
明
治
ま
で
存
続
が
図
ら
れ
た
大
饗
祭
の

存
続
と
、
変
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

四
、
大
饗
祭
の
持
続
と
変
容

　

大
饗
祭
が
旧
来
「
五
箇
度
の
大
神
事
」
の
一
つ
で
あ
り
、
相
撲
神

事
と
共
に
か
が
み
合
わ
せ
の
よ
う
な
神
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
凡
そ

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
で
は
旧
儀
に
お
け
る
大
饗
祭
は
ど
の
よ
う
な

祭
典
で
、
そ
れ
が
如
何
様
な
規
模
縮
小
を
し
て
持
続
せ
ら
れ
た
か
を

見
て
ゆ
き
た
い
。
以
下
（
表
五
）
に
旧
儀
・
新
儀
の
大
饗
祭
式
次
第

を
示
す
。

表
五
、
旧
儀
・
新
儀
に
お
け
る
大
饗
祭

月
日
（
旧
暦
）
『
香
取
神
宮
祭
祀
式
』
月
日
（
新
暦
）『
明
冶
十
八
年
制
定
』

十
月
十
八
日

大
饗
祭
當
切
封
祭
事

十
月
二
十
三
日
大
饗
祭
當
奉
行
寄
合

十
月
廿
五
日

大
饗
祭
當
神
招
神
事

神
事
始

十
二
月　

日
大
饗
祭
神
事
始

十
月
晦
日

大
饗
祭
當
献
備
魚
鳥

切
盛

十
二
月　

日
大
饗
祭
神
饌
調
進

大
饗
祭
當
大
御
饌
護
送

大
饗
大
御
饌
神
事

十
二
月　

日
大
饗
祭

十
一
月
朔
日

相
撲
祭
當
大
饗
祭
當

献
備
切
盛

相
撲
大
饗
賀
詞
祭

十
二
月　

日
賀
詞
祭

十
一
月
三
日

大
饗
祭
當
神
送
神
事

夜
神
事

十
一
月
四
日

御
扉
開
神
事

十
一
月
五
日

御
扉
鎮
神
事

　
（
表
五
）
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
大
饗
祭
の
祭
典
規
模
は
そ
の
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数
の
か
ら
み
て
も
大
幅
な
規
模
縮
小
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で

ま
ず
、
旧
儀
祭
典
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
簡
単
に
で
は
あ
る
が
触
れ
て

お
き
た
い
。

　

大
饗
祭
の
始
ま
る
前
、
祭
典
に
奉
る
神
酒
を
「
祭
當
」
が
封
切
し

中
身
を
確
か
め
る
の
が
、「
大
饗
祭
當
切
封
祭
事
」
で
あ
る
（
（（
（

。
酒
の

封
切
り
は
祭
當
邸
宅
で
行
わ
れ
、
以
下
、「
大
饗
祭
當
奉
行
寄
合
」

「
大
饗
祭
當
神
招
神
事
」「
大
饗
祭
當
献
備
魚
鳥
切
盛
」「
大
饗
祭
當

大
御
饌
護
送
」
は
す
べ
て
祭
當
邸
宅
で
の
神
事
で
あ
る
。

　

酒
の
封
切
が
終
わ
る
と
、
大
宮
司
・
大
禰
宜
、
奉
行
と
呼
ば
れ
る

惣
檢
校
・
權
之
介
ら
を
邸
宅
に
呼
び
、
酒
宴
も
兼
ね
た
会
合
が
「
大

饗
祭
當
奉
行
寄
合
」
で
あ
る
（
（（
（

。
次
に
祭
當
邸
宅
の
假
殿
に
て
、
神
を

お
ぎ
招
く
「
大
饗
祭
當
神
招
神
事
」
が
行
わ
れ
る
（
（（
（

。
そ
の
後
、
神
饌

の
準
備
と
し
て
「
大
饗
祭
當
献
備
魚
鳥
切
盛
」
が
、
炊
い
だ
御
飯
を

櫃
に
収
め
（
（（
（

、
祭
當
邸
宅
よ
り
香
取
神
宮
へ
お
運
び
す
る
「
大
饗
祭
當

大
御
饌
護
送
」
が
行
わ
れ
、
大
饗
祭
の
準
備
が
整
う
。

　
「
大
饗
大
御
饌
神
事
」
で
は
、
本
殿
前
庭
上
に
大
宮
司
・
大
禰
宜

以
下
祀
職
す
べ
て
が
出
勤
し
、
祭
典
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
祭
典
は

神
饌
献
供
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、「
大
饗
祭
當
大
御
饌
護
送
」
に

て
本
宮
に
送
ら
れ
た
御
飯
が
巻
行
器
に
詰
め
ら
れ
、「
大
饗
祭
當
献

備
魚
鳥
切
盛
」
に
て
設
え
ら
れ
た
神
饌
が
庭
上
に
設
け
ら
れ
た
机
に

献
饌
さ
れ
る
。
前
日
に
行
わ
れ
て
い
る
「
相
撲
大
御
饌
神
事
」
は

「
大
饗
大
御
饌
神
事
」
神
饌
品
目
は
同
じ
で
あ
る
が
、
榊
舞
が
無
い

な
ど
の
相
違
点
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
神
事
が
終
わ
る
と
、
相
撲
祭
當
・
大
饗
祭
當
共
に
、「
相

撲
祭
當
大
饗
祭
當
献
備
切
盛
」
を
行
い
、「
相
撲
大
饗
賀
詞
祭
」
に

て
奉
る
神
饌
を
設
え
る
。
翌
日
、「
相
撲
大
饗
賀
詞
祭
」
が
行
わ
れ
、

大
饗
神
事
同
じ
く
大
宮
司
以
下
祀
職
す
べ
て
奉
仕
す
る
。
こ
の
祭
典

が
終
わ
る
と
、「
大
饗
祭
當
神
招
神
事
」
で
お
ぎ
招
い
た
神
を
お
送

り
す
る
「
大
饗
祭
當
神
送
神
事
」
が
祭
當
邸
宅
に
て
行
わ
れ
る
。
同

日
、
本
宮
に
て
「
夜
神
事
」
を
行
い
、
翌
日
か
ら
二
日
か
け
て
「
御

扉
開
神
事
」「
御
扉
鎮
神
事
」
が
行
わ
れ
、
一
連
の
祭
典
が
終
了
す

る
。

　

大
饗
神
事
の
中
心
は
、「
大
饗
大
御
饌
神
事
」
で
あ
り
、
祭
典
の

中
心
は
神
饌
献
供
で
あ
る
。
そ
の
神
饌
が
祭
當
邸
宅
に
て
設
え
ら
れ
、

神
事
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
「
祭
當
」
が
持
つ
役
割
と
、
大
饗
神

事
が
「
五
箇
度
の
大
神
事
」
と
し
て
重
き
を
置
か
れ
る
様
子
が
見
て

取
れ
る
。

　

こ
の
大
饗
神
事
が
、
明
治
に
入
る
と
大
幅
な
規
模
縮
小
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
僅
か
に
「
大
饗
祭
神
事
始
」「
大
饗
祭
神
饌
調
進
」「
大
饗

祭
」「
賀
詞
祭
」
に
ま
で
祭
典
が
縮
小
し
て
い
る
。
で
は
、
実
際
の

式
次
第
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
。

　

ま
ず
、「
大
饗
祭
當
切
封
祭
事
」「
大
饗
祭
當
奉
行
寄
合
」「
大
饗

祭
當
神
招
神
事
」
は
祭
典
と
し
て
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

「
祭
當
」
と
い
う
旧
祀
職
に
お
け
る
制
度
が
実
質
意
味
を
な
さ
な
く



324明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 47 号〕平成 22 年 11 月

な
っ
た
為
と
推
察
さ
れ
る
。
よ
っ
て
明
治
十
八
年
制
定
の
新
式
で
は

「
大
饗
祭
神
事
始
」
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
旧
儀
に
お
け
る
「
神
事
始
」

は
相
撲
祭
當
・
大
饗
祭
當
が
共
に
出
社
、
庭
上
に
祀
職
ら
が
着
座
の

後
、
祭
典
が
始
ま
る
。
祭
典
に
際
し
て
は
両
祭
當
が
御
神
酒
を
「
十

一
提
」、「
御
肴
大
根
」「
御
肴
柚
」
等
を
献
じ
て
い
る
。
一
方
明
治

十
八
年
の
新
式
で
は
、
ま
ず
祭
場
は
庭
上
で
は
な
く
「
殿
上
」
と

な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
拝
殿
で
あ
ろ
う
が
旧
儀
と
は
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
旧
儀
の
「
神
事
始
」
に
は
大
宮
司
・
大
禰
宜

ら
は
奉
仕
せ
ず
、
奉
行
ら
が
祭
典
に
奉
仕
し
て
い
る
。
新
式
で
は

「
宮
司
已
下
」
と
あ
る
か
ら
、
宮
司
・
禰
宜
ら
が
祭
典
に
奉
仕
し
た

も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
神
饌
に
つ
い
て
は
、
旧
儀
と
同
じ
く
「
柚
」

「
大
根
切
干
」
が
備
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
新
た
に
「
饌
米
」「
魚
」

「
鳥
」「
鹽
水
」
が
品
目
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
「
神
饌
調
進
式
」
の
次
第
を
「
大
饗
祭
當
献
備
魚
鳥
切
盛
」

と
比
べ
て
み
る
。「
神
饌
調
進
式
」
は
、「
社
務
正
庁
」
に
て
行
わ
れ

る
。
旧
来
の
「
大
饗
祭
當
献
備
魚
鳥
切
盛
」
で
は
祭
當
邸
宅
に
て
行

わ
れ
て
い
た
が
、「
祭
當
」
の
制
度
が
無
く
な
っ
た
為
、
本
宮
に
て

調
進
式
を
執
り
行
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。「
神
饌
調
進
式
」
は
、
菰

を
敷
い
た
上
に
「
眞
菜
板
二
面
」
を
並
べ
、
神
饌
に
用
い
る
「
鮭
魚

及
干
魚
」
を
「
眞
菜
板
」
の
上
に
置
き
、
土
器
に
盛
っ
た
酒
を
置
い

て
御
饌
津
神
に
祭
詞
を
奏
じ
た
後
に
、
神
饌
の
調
饌
を
開
始
す
る
。

旧
儀
で
は
、
こ
れ
ら
を
祭
當
邸
宅
に
て
執
り
行
い
、
神
饌
を
整
え
て

ゆ
く
。

　

さ
て
当
日
の
大
饗
祭
は
、
午
後
三
時
よ
り
「
祀
祐
社
員
大
御
饌
捧

ノ
儀
」
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
「
祀
祐
社
」
と
は
、
旧
社
家
が
組
織
し

た
互
助
組
織
で
、
旧
儀
の
伝
承
と
保
護
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
団
体

で
あ
る
（
（（
（

。
そ
の
祀
祐
社
の
「
幹
事
」
が
先
行
し
、
婦
女
ら
が
御
饌
の

入
っ
た
櫃
を
捧
げ
持
っ
て
神
門
へ
参
入
す
る
。
旧
儀
で
は
、
祭
當
宅

か
ら
護
送
さ
れ
る
次
第
で
あ
っ
た
が
、
旧
社
家
の
人
間
が
先
導
し
て

そ
れ
を
行
っ
て
い
る
点
が
異
な
る
。
大
御
饌
を
運
び
終
え
る
と
、
準

備
が
整
う
と
、
午
後
六
時
庭
上
に
菰
を
敷
き
、
篝
火
を
灯
し
て
祭
場

の
設
営
を
行
う
。
ま
た
殿
上
に
も
菰
・
案
を
鋪
設
し
て
お
く
。
祭
典

時
刻
に
な
る
と
宮
司
已
下
の
神
職
及
び
祀
祐
社
員
が
庭
上
の
座
に
着

座
、
祭
典
が
開
始
さ
れ
る
。
ま
ず
、
禰
宜
以
下
祀
祐
社
員
ら
が
巻
行

器
の
大
御
饌
を
献
じ
、
続
い
て
神
酒
な
ど
の
神
饌
を
順
次
殿
上
に
備

え
て
ゆ
く
。
旧
来
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
大
御
饌
を
は
じ
め
と
す
る
神
饌

は
、
庭
上
に
鋪
設
さ
れ
た
机
な
ど
に
捧
げ
ら
れ
る
が
、
新
式
に
お
い

て
は
す
べ
て
「
殿
上
」
へ
の
献
供
と
な
っ
て
い
る
。
神
饌
献
供
が
済

む
と
宮
司
祝
詞
奏
上
・
拝
礼
し
、
以
下
禰
宜
・
祀
祐
社
員
ら
が
拝
礼

を
行
う
。
拝
礼
終
わ
り
て
後
、
庭
上
中
央
に
て
榊
舞
が
舞
わ
れ
る
。

こ
の
榊
舞
は
、
旧
来
大
饗
神
事
に
お
い
て
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、

新
式
に
な
っ
て
舞
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
榊
舞
が
終

わ
る
と
、
撤
饌
、
各
員
退
下
し
て
祭
典
が
終
わ
る
。
本
来
庭
上
に
て

行
う
祭
礼
で
あ
っ
た
が
、
各
員
の
座
の
み
が
庭
上
に
設
け
ら
れ
、
神
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饌
献
供
は
殿
上
に
て
行
わ
れ
る
形
式
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺

え
る
。
ま
た
、
旧
社
家
の
祀
祐
社
員
が
祭
礼
に
参
与
、
大
御
饌
捧
な

ど
旧
来
の
行
事
を
行
っ
て
い
る
点
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　

以
上
、
大
饗
祭
が
明
治
に
入
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
か
を

見
て
き
た
。

　

と
り
わ
け
特
徴
が
あ
る
の
は
、「
祭
當
」
に
関
わ
る
各
祭
典
の
廃

止
で
あ
る
。
神
饌
の
献
供
が
大
饗
神
事
の
中
心
で
あ
り
、
そ
の
神
饌

の
調
進
も
「
祭
當
」
が
本
来
負
う
役
割
で
あ
っ
た
が
、
神
官
の
削
減

に
よ
っ
て
「
祭
當
」
の
制
度
そ
の
も
の
が
実
質
意
味
を
な
さ
な
く
な

り
、
ま
た
「
祭
當
」
が
行
っ
て
き
た
神
事
も
そ
れ
に
伴
い
廃
止
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
饗
祭
の
場
合
特
に
大
規
模
な
祭
典
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
も
、
そ
の
規
模
縮
小
の
度
合
い
は
大
き
く
見
え
る
。
旧
儀
に

お
け
る
儀
礼
的
意
義
の
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
相
撲
神
事
と
の
関
連
性

の
喪
失
と
そ
れ
に
伴
う
大
饗
祭
と
賀
詞
祭
の
関
連
性
の
希
薄
化
が
浮

き
彫
り
と
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、「
五
箇
度
の
大
神
事
」
の
内
、

中
世
よ
り
歴
史
を
持
っ
た
大
饗
祭
が
存
続
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

大
饗
祭
が
如
何
に
重
儀
で
あ
っ
た
こ
と
か
が
窺
え
る
。「
祭
當
」
制

度
の
廃
止
に
よ
り
、
神
饌
調
進
の
儀
式
は
簡
素
さ
れ
る
一
方
で
は

あ
っ
た
が
、
神
饌
の
形
式
は
旧
儀
の
様
相
を
残
す
形
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
は
、
如
何
に
祭
典
規
模
縮
小
し
つ
つ
も
、
旧
来
の
祭
典
を

存
続
さ
せ
る
か
、
と
い
う
祭
祀
改
変
に
携
わ
る
奉
仕
者
の
意
図
が
見

え
て
く
る
。

五
、
祭
祀
存
続
と
規
模
縮
小

　

香
取
神
宮
に
お
け
る
祭
祀
改
変
は
、
そ
の
実
情
と
し
て
祭
典
規
模

の
縮
小
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
そ
の
祭
祀

改
変
が
、
明
治
期
に
お
け
る
香
取
神
宮
の
経
済
・
神
官
な
ど
の
体
制

の
変
化
を
背
景
事
情
と
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
こ
こ
で
、

考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
祭
祀
改
変
の
意
図
で
あ
る
。
確
か
に
祭
祀

改
変
は
、
祭
典
規
模
を
縮
小
し
、
奉
仕
者
の
状
況
に
合
わ
せ
て
祭
典

を
行
う
た
め
の
措
置
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
正
月
元
三
・
相
撲
神

事
の
廃
止
、
大
饗
祭
の
祭
典
規
模
縮
小
と
い
う
事
実
か
ら
、
考
え
ら

れ
う
る
。
し
か
し
、
単
に
祭
典
規
模
を
縮
小
す
る
の
み
で
あ
る
な
ら

ば
、
何
故
『
香
取
神
宮
年
中
御
祭
典
儀
式
帳
』
な
ど
の
旧
儀
次
第
を

書
き
記
し
た
書
物
が
香
取
神
宮
に
伝
え
ら
れ
、
祀
祐
社
と
い
う
祭
典

を
補
助
す
る
た
め
の
組
織
が
結
成
さ
れ
た
の
か
。

　

そ
れ
は
、
祭
典
規
模
縮
小
を
伴
う
祭
祀
改
変
が
、
旧
来
の
祭
典
を

如
何
に
存
続
さ
せ
て
ゆ
く
か
と
い
う
奉
仕
者
の
意
図
が
、
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
第
一
に
祭
祀
改
変
を
何
故
行
っ
た
の
か
。
官
祭
の
執
行
が

滞
り
な
く
で
き
れ
ば
、「
神
社
は
国
家
の
宗
祀
」
と
い
う
当
時
の
方

針
は
維
持
で
き
る
。
定
額
金
の
下
付
に
て
十
分
神
社
を
維
持
で
き
る

し
、
む
し
ろ
そ
れ
が
望
ま
し
い
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
香
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取
神
宮
で
は
、
明
治
十
八
年
に
至
り
官
祭
も
含
め
、
旧
来
の
祭
祀
を

含
め
た
年
中
祭
典
を
定
め
た
。
そ
れ
は
、
単
純
に
考
え
て
、
旧
儀
を

存
続
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
、
祭
祀
改
変
の
根
底
に
あ
っ
た
の
で
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
、
そ
れ
に
伴
う
言
説
が
有
る
わ
け
で
は

な
い
。
た
だ
、『
明
治
十
八
年
制
定
香
取
神
宮
年
中
祭
典
式
』
序
文

の
最
後
に
は
、「
然
ト
雖
モ
、
後
世
尚
ホ
古
式
ヲ
興
シ
、
舊
儀
ヲ
復

ス
事
ア
ラ
ハ
幸
甚
」
と
あ
り
、
そ
こ
に
奉
仕
す
る
神
職
た
ち
の
意
図

が
透
け
て
見
え
て
く
る
。

　

そ
し
て
第
二
に
、
何
故
明
治
と
い
う
時
期
に
旧
儀
を
多
く
書
き
残

し
た
の
か
。
香
取
神
宮
で
は
中
世
よ
り
『
香
取
年
中
神
事
目
録
』
や

『
神
事
雑
記
』
な
ど
の
年
中
祭
典
を
記
し
た
文
書
が
『
香
取
文
書
』

の
内
に
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
の
旧
儀

祭
典
の
書
物
は
、
中
世
の
も
の
と
比
べ
祭
式
の
次
第
や
、
奉
仕
す
る

祀
職
の
数
、
神
饌
の
内
容
な
ど
、
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
書
物
が
書
き
残
さ
れ
た
意
図
は
何
だ
っ
た
の
か
。
こ

れ
ら
書
物
の
中
で
『
香
取
神
宮
祭
祀
式
』
や
『
香
取
神
宮
年
中
御
祭

典
儀
式
帳
』
は
神
祇
官
や
宮
谷
縣
に
提
出
す
る
書
類
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、『
香
取
宮
年
中
祭
典
記
』『
維
新
前
年
中
祭
典
式
稿
』『
祭
典

舊
儀
下
調
書
』
な
ど
の
書
物
は
、
提
出
書
類
の
類
で
は
な
い
。
な
ら

ば
、
こ
れ
ら
の
書
物
は
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
て
、
書
き
残
さ
れ
た

と
推
察
で
き
よ
う
。
明
治
に
入
り
、
旧
儀
の
存
続
は
難
し
く
な
っ
た

こ
と
も
考
え
れ
ば
、
紙
面
や
絵
図
で
記
録
と
し
て
残
し
て
お
く
の
が

穏
当
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
と
な
れ
ば
、「
然
ト
雖
モ
、
後
世

尚
ホ
古
式
ヲ
興
シ
、
舊
儀
ヲ
復
ス
事
ア
ラ
ハ
幸
甚
」
と
い
う
言
葉
の

意
味
も
必
然
的
に
生
き
て
く
る
。
紙
面
で
旧
儀
の
詳
細
を
残
し
て
あ

る
な
ら
ば
、
い
つ
か
旧
儀
に
復
す
る
機
運
あ
る
時
に
参
考
に
な
る
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
、
如
何
様
に
し
て
旧
儀
を
存
続
さ
せ
、

ま
た
旧
儀
を
記
録
と
し
て
と
ど
め
て
、
祭
典
を
存
続
さ
せ
て
ゆ
く
か
、

と
い
う
意
図
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、
ま
と
め
に

　

明
治
期
に
お
け
る
香
取
神
宮
の
祭
祀
改
変
を
取
り
上
げ
、
そ
の
経

緯
、
背
景
事
情
を
考
察
し
た
。

　

旧
来
、
香
取
神
宮
は
八
十
六
の
祀
職
に
て
九
十
六
の
年
中
祭
典
を

支
え
て
き
た
。
し
か
し
、
明
治
に
入
り
、「
神
社
は
国
家
の
宗
祀
」

と
い
う
基
本
方
針
の
下
に
、
旧
来
の
祀
職
は
解
職
さ
れ
、
古
く
伝
来

し
て
き
た
神
領
も
国
家
へ
と
返
上
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
時
代
状
況
で
、
祭
典
を
如
何
に
存
続
さ
せ
て
い
く
か
、
そ
れ
が
香

取
神
宮
に
お
け
る
祭
祀
改
変
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
実
は
大
規
模
な
祭
典
規
模
の
縮
小
で
あ
っ
た
。「
五
箇
度
の

大
神
事
」
と
呼
ば
れ
た
重
儀
は
神
幸
祭
・
大
饗
祭
の
二
祭
が
残
る
の

み
と
な
り
、
大
饗
祭
で
す
ら
も
「
祭
當
」
制
度
の
廃
止
に
よ
っ
て
、

大
幅
な
祭
典
規
模
縮
小
が
図
ら
れ
た
。
多
く
の
祭
典
が
、
規
模
の
縮
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小
あ
る
い
は
廃
止
を
図
ら
れ
改
変
が
進
め
ら
れ
、
明
治
十
八
年
に
は

新
式
が
制
定
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。
祭
典
の
数
・
祭
典
そ
の
も
の

の
規
模
を
考
え
れ
ば
、
衰
退
と
も
取
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
改
変

は
一
つ
の
目
的
に
添
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
如
何
に

香
取
神
宮
の
旧
来
の
祭
典
を
存
続
さ
せ
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

　

祭
祀
を
縮
小
さ
せ
あ
る
い
は
廃
止
を
行
っ
た
の
は
、
旧
儀
の
ま
ま

に
奉
仕
す
れ
ば
祭
祀
の
執
行
が
危
ぶ
ま
れ
故
の
方
策
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
明
治
期
に
入
り
旧
儀
祭
典
の
記
録
書
が
多
く

書
き
残
さ
れ
、
ま
た
旧
社
家
に
よ
る
祀
祐
社
が
祭
典
を
補
助
し
、
旧

儀
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
、
端
々
に
祭
典
の
存
続
を
意
図

し
た
結
果
と
し
て
の
記
録
・
動
き
が
見
て
取
れ
る
。
無
論
、
祭
祀
改

変
に
つ
い
て
の
言
説
や
思
想
が
記
録
類
に
記
さ
れ
て
い
る
か
、
と
言

え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
た
だ
、「
慣
例
ノ
儀
式
盛
大
ニ
シ
テ
、
奉
務

ノ
職
員
僅
少
ナ
ル
カ
故
ニ
、
祀
典
ヲ
全
フ
ス
ル
事
能
ハ
ス
、」
と
い

う
危
機
意
識
の
下
、「
依
テ
謹
テ
舊
章
ニ
由
リ
、
時
宜
ヲ
斟
酌
シ
、

而
テ
更
ニ
制
ヲ
立
テ
、
式
ヲ
定
メ
」
た
の
は
当
時
香
取
神
宮
に
奉
仕

し
て
い
た
人
々
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
た
だ
奉
仕
で
き
る
状
況
に
し

よ
う
と
す
る
機
械
的
に
縮
小
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
神
職
と
し
て

「
祀
典
ヲ
全
フ
」
す
る
為
に
、
よ
り
よ
い
形
で
祭
典
を
縮
小
し
た
こ

と
が
、『
明
治
十
八
年
制
定
香
取
神
宮
年
中
祭
典
式
』
の
序
文
か
ら

汲
み
と
る
こ
と
が
で
よ
う
。

　

櫻
井
は
明
治
期
の
改
変
に
つ
い
て
、「
古
来
の
旧
儀
は
新
し
い
神

学
の
も
と
で
大
き
く
改
変
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
い
う
。

確
か
に
そ
の
一
面
は
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
、
平
井
・
中
西
が
論
じ

て
い
る
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
香
取
神
宮
の
場
合
少
な
く
と
も
、

た
だ
「
改
変
を
受
け
」
た
の
で
は
な
く
、
奉
仕
者
自
ら
が
祭
祀
を
改

変
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
旧
儀
を
残
し
、
祭
典
を
存
続
し
、
祭
り
の
火

を
絶
や
さ
な
か
っ
た
、
と
言
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

現
在
、
香
取
神
宮
で
は
、
明
治
に
廃
絶
さ
れ
た
「
五
箇
度
の
大
神

事
」
の
一
つ
、
新
飯
神
事
が
戦
後
再
興
さ
れ
、
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。

註（1
）　
『
明
治
十
八
年
制
定
香
取
神
宮
年
中
祭
典
式
』（
官
幣
大
社
香
取
神

宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九

年
）
か
ら
表
を
作
成
し
た
。

（
2
）　
『
維
新
前
年
中
行
祭
典
式
稿
』（
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編

『
香
取
群
書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九
年
）

（
3
）　
『
香
取
宮
年
中
祭
典
記
』（
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取

群
書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九
年
）

（
4
）　
『
明
治
十
八
年
制
定
香
取
神
宮
年
中
祭
典
式
』（
官
幣
大
社
香
取
神

宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九

年
）
二
百
七
十
九
～
二
百
八
十
頁

（
5
）　

中
西
正
幸
『
神
宮
祭
祀
の
研
究
』
国
書
刊
行
会　

平
成
十
九
年　

七
章
明
治
の
新
祭
式　

に
当
時
の
神
宮
御
改
正
の
様
子
と
そ
れ
に

伴
う
明
治
新
祭
式
の
制
定
の
経
緯
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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（
6
）　

櫻
井
勝
之
進
「
神
社
祭
祀
研
究
覚
え
書
き
」（『
現
代
神
道
研
究
集

成　

祭
祀
研
究
編
Ⅱ
』
平
成
十
一
年　

神
社
新
報
社
）
四
十
六
頁

（
7
）　

櫻
井
勝
之
進
「
神
社
祭
祀
研
究
覚
え
書
き
」（『
現
代
神
道
研
究
集

成　

祭
祀
研
究
編
Ⅱ
』
平
成
十
一
年　

神
社
新
報
社
）
四
十
六
～

四
十
七
頁

（
8
）　

平
井
直
房
「
特
殊
神
事
の
変
容
―
出
雲
国
造
の
新
嘗
会
と
火
継
ぎ

神
事
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
神
道
宗
教
』
百
二
十
号　

昭
和
六
十
年
）

（
9
）　

中
西
正
幸
『
神
宮
祭
祀
の
研
究
』
国
書
刊
行
会　

平
成
十
九
年

（
10
）　

前
掲
註
（
8
）
一
頁

（
11
）　

前
掲
註
（
9
）
五
百
九
十
九
頁

（
12
）　

前
掲
註
（
7
）
四
十
七
頁

（
13
）　

前
掲
註
（
7
）
四
十
七
頁

（
14
）　
「
五
箇
度
の
大
神
事
」
に
つ
い
て
は
『
香
取
志
』「
大
御
扉
開
」
の

項
に
（
竹
内
秀
雄
校
註
『
神
道
大
系　

神
社
編　

香
取
・
鹿
嶋
』

神
道
大
系
編
纂
会　

昭
和
五
十
九
年　

二
百
二
十
七
頁
）

　
　
　

大
御
扉
開

　
　

�

同
夜
（
正
月
元
日
）
に
あ
り
。
神
宮
の
祭
祀
に
正
殿
の
御
扉

を
開
奉
る
事
一
年
に
五
度
あ
り
。
是
を
五
箇
度
の
大
神
事
と

稱
し
て
、
九
十
餘
度
の
中
に
冣
も
尊
み
重
み
し
て
、
大
宮

司
・
大
禰
宜
両
家
よ
り
始
て
神
官
五
十
餘
人
末
々
に
至
迄
、

都
て
百
人
許
各
預
る
所
あ
り
。
沐
浴
斎
戒
し
て
謹
み
て
厳
祭

れ
り
。
是
を
大
御
扉
開
神
事
と
云
。
正
月
元
日
・
三
月
御

幸
・
四
月
四
日
・
八
月
新
嘗
・
十
一
月
四
日
也
。
括
弧
内
筆
者

と
あ
り
、
香
取
神
宮
年
中
祭
典
に
お
け
る
重
儀
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

「
正
月
元
三
・
相
撲
・
大
饗
、
是
を
三
箇
の
大
神
事
、
神
楽
共
云
」

と
『
香
取
志
』「
元
三
」
の
項
に
あ
り
、
正
月
元
三
神
事
が
重
儀

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
15
）　
『
香
取
年
中
行
事
絵
巻
』（
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取

群
書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九
年
）

（
16
）　
『
香
取
宮
年
中
祭
典
記
』（
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取

群
書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九
年
）

（
17
）　
『
香
取
宮
年
中
祭
典
記
』（
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取

群
書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九
年　

四
百
四
十
九
頁
）

「
正
月
七
日　

御
神
符
神
事
」
の
項
に
は
、
祭
當
邸
宅
の
門
前
に

掲
げ
ら
れ
る
札
が
絵
で
記
さ
れ
て
お
り
、
札
に
は
「
禁
汚
穢
不
浄

徒
入
門
内
元
三
御
祭
當
何
某
職
」
と
書
か
れ
、
潔
斎
の
生
活
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
18
）　
『
香
取
宮
年
中
祭
典
記
』（
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取

群
書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九
年　

四
百
四
十
一
頁
）

「
正
月
七
日　

御
神
符
神
事
」
の
項
に
「
来
當
者
、
元
三
祭
當
・

大
饗
祭
當
・
相
撲
祭
當
・
新
嘗
祭
當
也
、
外
ニ
側
高
社
祭
當
十
一

月
七
日
堀
川
命
婦
毎
歳
祭
也
」
と
あ
り
、「
五
箇
度
の
大
神
事
」

に
祭
當
が
選
ば
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
選
ば
れ
た
祀
職
は
、
大
宮

司
・
大
禰
宜
・
權
禰
宜
・
物
申
祝
・
行
事
禰
宜
・
録
司
代
・
田

所
・
案
主
の
花
押
を
押
し
た
「
御
神
符
」
を
う
け
、
自
宅
に
あ
る

假
殿
へ
と
奉
斎
、
潔
斎
の
生
活
を
行
う
。

（
19
）　
『
香
取
名
所
圖
絵
』（
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書
集
成　

第

三
巻
』
香
取
神
宮
社
務
所　

昭
和
五
十
五
年　

五
百
七
十
頁
）「
神

領
」
の
項
を
参
照
し
た
。

（
20
）　
（
表
三
）
に
関
し
て
は
、『
香
取
名
所
圖
絵
』（
香
取
神
宮
社
務
所

編
『
香
取
群
書
集
成　

第
三
巻
』
香
取
神
宮
社
務
所　

昭
和
五
十

五
年　

五
百
八
十
五
頁
）「
舊
神
官
家
の
職
名
附
職
制
」
及
び
、
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『
香
取
宮
年
中
祭
典
記
』（
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取

群
書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九
年　

三
百
九
十
五
頁
）

「
司
召
御
祭
事
」
の
項
を
参
照
し
、
作
成
し
た
。

（
21
）　
『
香
取
名
所
圖
絵
』（
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書
集
成　

第

三
巻
』
香
取
神
宮
社
務
所　

昭
和
五
十
五
年　

五
百
七
十
一
～
五

百
七
十
二
頁
）「
祭
祀
用
途
」
の
項
、
及
び
香
取
神
宮
社
務
所
編

『
新
修　

香
取
神
宮
小
史
』（
香
取
神
宮
社
務
所　

平
成
十
四
年
）

十
三
頁
「
祭
祀
用
途
」
の
項
、
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書

集
成　

第
五
巻
』
香
取
神
宮
社
務
所　

昭
和
六
十
三
年　

九
百
三

十
七
頁
「
伊
能
穎
則
年
譜
」
を
参
照
し
た
。

（
22
）　

千
葉
県
史
編
纂
審
議
会
編
『
千
葉
縣
史
料 

近
代
編　

明
治
初
期

一
』（
千
葉
県　

昭
和
四
十
三
年
）
二
百
二
十
四
頁

（
23
）　

香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書
集
成　

第
五
巻
』
香
取
神
宮
社

務
所　

昭
和
六
十
三
年　

九
百
三
十
七
～
九
百
三
十
八
頁

（
24
）　

香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書
集
成　

第
五
巻
』
香
取
神
宮
社

務
所　

昭
和
六
十
三
年　

九
百
三
十
七
～
九
百
三
十
八
頁

（
25
）　

千
葉
県
史
編
纂
審
議
会
編
『
千
葉
県
史
料　

近
代
篇　

明
治
初
期

三
』（
千
葉
県　

昭
和
四
十
五
年
）
四
百
七
十
九
頁
に

　
　

�

八
月
八
日　

�

香
取
神
宮
例
祭
ニ
付
参
向
并
祭
式
執
行
ヲ
達
ス

其
文
に
曰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
属
木
間
瀬
柔
三

　
　

�　
　
　
　
　

�

本
月
香
取
神
宮
例
祭
ニ
付
長
官
代
ト
シ
テ
参
向

申
付
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
取
神
宮
一
社
中

　
　

�

本
月
二
十
日
其
神
宮
例
祭
代
参
ト
シ
テ
大
属
木
間
瀬
柔
三
差

向
候
条
祭
式
執
行
可
有
之
此
段
相
達
候
事

と
あ
り
、
神
社
祭
式
が
布
達
し
て
間
も
な
い
時
期
、
香
取
神
宮
の

例
祭
日
が
八
月
二
十
日
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
例
祭
日
は
、

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
六
月
二
十
四
日
に
定
め
ら
れ
（
香
取
神

宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書
集
成　

第
五
巻
』
香
取
神
宮
社
務
所　

昭
和
六
十
三
年　

九
百
三
十
八
頁
）
た
が
、
明
治
十
四
年
（
一
八

八
一
）
十
一
月
十
九
日
に
内
務
卿
山
田
顕
義
よ
り
例
祭
日
を
四
月

十
四
日
と
す
る
旨
が
達
せ
ら
れ
た
。
因
み
に
旧
例
祭
日
で
あ
る
八

月
二
十
日
は
旧
暦
八
月
上
子
・
上
丑
に
あ
た
り
、「
五
箇
度
の
大

神
事
」
の
一
つ
、
新
飯
神
事
の
祭
日
で
あ
っ
た
。
一
方
、
四
月
十

四
日
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
よ
り
再
興
さ
れ
た
神
幸
祭
の
祭

日
で
あ
っ
た
。

（
26
）
千
葉
県
史
編
纂
審
議
会
編
『
千
葉
県
史
料　

近
代
篇　

明
治
初
期

三
』（
千
葉
県　

昭
和
四
十
五
年
）
四
百
八
十
二
頁
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
属
木
間
瀬
柔
三

　
　

�

本
月
二
十
三
日
香
取
神
宮
新
嘗
祭
ニ
付
長
官
代
ト
シ
テ
参
向

申
付
候
事

と
あ
り
、
官
祭
で
あ
る
新
嘗
祭
が
執
行
、
長
官
代
が
参
向
し
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
27
）　

新
飯
神
事
の
儀
礼
的
意
義
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
香
取
神
宮
新
飯
神

事
の
儀
礼
的
意
義
―
大
饗
祭
と
の
比
較
に
お
い
て
―
」（『
國
學
院

大
學
大
学
院
紀
要
―
文
学
研
究
科
―
』
第
四
十
一
輯　

平
成
二
十

二
年
）
に
て
、
新
飯
神
事
が
早
稲
を
奉
る
儀
礼
で
あ
り
、
大
饗
神

事
が
晩
稲
を
奉
る
儀
礼
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
論

じ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
新
嘗
儀
礼
が
重
複
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す
る
形
と
な
り
、
儀
礼
上
は
不
自
然
な
状
態
を
生
み
出
し
て
い
る

と
指
摘
で
き
る
。

（
28
）『
香
取
神
宮
祭
祀
式
』（
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群

書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九
年
）
奥
書
に
は

　
　

明
治
二
年
己
巳
歳
七
月
、
奉
二

神
祇
官
令
一、
吾

　
　

�

神
宮
預
二

祭
祀
一

之
人
々
依
二

諸
家
之
記
録
一

編
二

緝
祭
典
一
巻
一、

以
二　

保
禮
長
官
之
表
一

所
レ

献
二

官
一

也
爾
大
中
臣
義
風
宇
斯

以
二

其
草
稿
一

模
二

寫
一
冊
一

収
二

庫
櫃
一、
予
懇
借
之
、
頼
二

中
臣

實
順
兄
一、
乞
二

再
寫
之
労
一、
置
二

蔵
函
一

之
、
以
永
傳
二

子
孫
一

云
々

　
　

分
神
飯
司
鑰
取
中
臣
泰
歳

　
　

己
巳
歳
葉
月

　
　
　
　

分
神
飯
司
蔵

と
あ
り
、『
香
取
神
宮
祭
祀
式
』
が
神
祇
官
提
出
の
た
め
、
各
祀

職
家
が
記
録
編
じ
て
祭
典
記
一
巻
と
し
て
ま
と
め
上
げ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
書
の
体
裁
は
、
各
祭
典
の
式
次
第
・

神
饌
・
奉
仕
の
祀
職
な
ど
を
簡
便
に
ま
と
め
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

（
29
）　
『
香
取
神
宮
年
中
御
祭
典
儀
式
帳
』（
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所

編
『
香
取
群
書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九
年
）
解
題

に
よ
れ
ば
、
明
治
四
年
八
月
に
大
宮
司
香
取
保
禮
、
大
禰
宜
香
取

國
雄
の
連
書
に
て
書
か
れ
た
も
の
で
宮
谷
縣
か
神
祇
官
（
も
し
く

は
神
祇
省
）
あ
て
に
提
出
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
体
裁
は
、『
香

取
神
宮
祭
祀
式
』
と
同
様
、
式
次
第
・
神
饌
な
ど
が
列
記
さ
れ
た

も
の
。

（
30
）　
『
香
取
宮
年
中
祭
典
記
』（
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取

群
書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九
年
）
解
題
に
よ
れ
ば
、

明
治
四
年
頃
、
旧
録
司
代
家
の
香
取
豊
敏
が
記
し
た
も
の
。『
香

取
神
宮
祭
祀
式
』『
香
取
神
宮
年
中
御
祭
典
儀
式
帳
』
と
は
異
な
り
、

絵
図
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
往
時
に
お
け
る
祭
祀
が
如
何
様
な

も
の
で
あ
っ
た
か
よ
く
わ
か
る
。

（
31
）　
『
維
新
前
年
中
祭
典
式
稿
』（
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香

取
群
書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九
年
）
解
題
に
よ
れ

ば
、
明
治
十
七
年
、
香
取
神
宮
禰
宜
で
あ
っ
た
伊
藤
泰
歳
に
よ
り

し
る
さ
れ
た
も
の
。『
香
取
宮
年
中
祭
典
記
』
の
如
き
絵
図
こ
そ

な
い
が
、『
香
取
神
宮
祭
祀
式
』『
香
取
神
宮
年
中
御
祭
典
儀
式
帳
』

の
よ
う
な
祭
式
次
第
を
羅
列
す
る
体
で
も
な
く
、
祭
式
作
法
な
ど

の
儀
註
が
記
さ
れ
て
い
る
。
解
題
で
は
、「
本
書
は
前
述
の
如
く

明
治
十
七
年
に
成
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
曩
泰
歳
は
本

宮
造
營
の
年
歴
・
祭
典
の
舊
儀
等
の
調
査
編
纂
に
従
事
す
る
と
こ

ろ
が
あ
つ
た
。
殊
に
祭
儀
に
関
し
て
は
維
新
以
後
神
社
の
改
革
が

行
は
れ
て
到
底
古
制
の
如
く
に
は
奉
仕
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ

た
の
で
、
古
儀
を
調
査
し
時
の
宜
し
き
に
従
っ
て
新
祭
式
を
制
定

す
る
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
恐
ら
く
か
う
し
た
要
求

に
應
じ
て
調
査
編
述
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。」
と
推
察
し
て

い
る
。

（
32
）　
『
祭
典
舊
儀
下
調
書
』（
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群

書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九
年
）
解
題
に
よ
れ
ば
、

明
治
十
六
、
七
年
頃
に
伊
藤
泰
歳
に
よ
り
編
述
さ
れ
た
も
の
。『
維

新
前
年
中
祭
典
式
稿
』
と
は
ま
た
異
な
り
、
祭
祀
の
由
来
沿
革
を

簡
単
に
述
べ
て
い
る
。

（
33
）　

香
取
神
宮
神
幸
祭
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
四
月
十
四
日
に

再
興
さ
れ
た
。（
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書
集
成　

第
五
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巻
』
香
取
神
宮
社
務
所　

昭
和
六
十
三
年　

九
百
三
十
八
頁
「
伊

能
穎
則
年
譜
」）

（
34
）　
（
表
四
）
に
関
し
て
は
、
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書
集
成

　

第
五
巻
』
香
取
神
宮
社
務
所　

昭
和
六
十
三
年　

四
十
四
～
四

十
六
頁
に
載
る
表
を
参
考
に
筆
者
が
手
を
加
え
作
成
し
た
。

（
35
）　

香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書
集
成　

第
五
巻
』
香
取
神
宮
社

務
所　

昭
和
六
十
三
年　

三
百
六
十
八
頁

（
36
）　
「
大
饗
祭
當
切
封
祭
事
」
つ
い
て
『
維
新
前
年
中
祭
典
式
稿
』（
官

幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀

社　

昭
和
十
九
年
）
七
十
四
頁
に
は
、
神
事
当
日
「
祭
祝
」（
祭

當
）
邸
宅
に
田
所
ら
祀
職
が
集
ま
り
饗
膳
を
行
っ
た
後
、「
齋
殿
」

（
假
殿
）
の
坐
に
着
座
。
祀
職
の
酒
司
が
酒
桶
の
封
を
開
い
て
神

酒
を
汲
み
出
し
、
そ
れ
を
「
祭
祝
」
が
「
齋
殿
」
上
床
に
供
え
る

と
云
う
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
37
）　
「
大
饗
祭
當
奉
行
寄
合
」
に
つ
い
て
『
維
新
前
年
中
祭
典
式
稿
』

（
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書
集
成　

第
二
巻
』

三
秀
社　

昭
和
十
九
年
）
七
十
七
頁
に
は
、
權
禰
宜
ら
が
「
祭
祝
」

邸
宅
に
集
合
、
三
奉
行
（
録
司
代
・
田
所
・
案
主
）
が
「
祭
祝
」

を
呼
び
「
神
献
諸
品
」
の
点
検
、
諸
注
意
を
行
っ
た
後
、
饗
膳
、

饗
膳
の
後
ま
な
板
を
用
い
た
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
38
）　
「
大
饗
祭
當
神
招
神
事
」『
維
新
前
年
中
祭
典
式
稿
』（
官
幣
大
社

香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭

和
十
九
年
）
七
十
九
頁
「
相
撲
祭
當
降
神
々
事
」
の
項
に
は
「
其

儀
而
新
飯
祭
當
降
神
々
事
に
同
し
」
と
あ
り
、
六
十
八
～
七
十
頁

を
確
認
す
る
と
、
そ
の
次
第
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
大
饗
祭
當
神

招
神
事
」
別
名
「
お
み
ふ
だ
お
ろ
し
の
神
事
」
と
云
い
、
祭
當
邸

宅
の
假
殿
に
て
、
物
申
祝
が
降
神
の
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が

窺
え
る
。

（
39
）　
「
大
饗
祭
當
献
備
魚
鳥
切
盛
」
に
つ
い
て
『
維
新
前
年
中
祭
典
式

稿
』（
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群
書
集
成　

第
二

巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九
年
）
八
十
一
頁
に
は
、
同
日
に
「
大
御

饌
炊
」
と
「
献
備
物
切
盛
」
が
祭
當
邸
宅
に
て
行
わ
れ
、
大
御
饌

の
調
饌
、
神
饌
の
調
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
大
御
饌
炊
」
の
際

に
は
、
ま
ず
假
炊
屋
に
清
火
を
鑚
り
、
鼎
の
下
に
焚
く
。
そ
の
後
、

神
官
ら
は
行
水
し
て
身
を
清
め
、
大
御
饌
の
調
饌
に
入
る
。
鼎
は

釜
で
は
な
く
鍋
な
の
で
、
米
は
茹
で
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

茹
で
た
米
は
笊
に
て
取
ら
れ
、「
真
薦
筵
」
の
上
に
移
さ
れ
冷
ま

し
た
後
、
行
器
に
う
つ
さ
れ
る
。
こ
れ
を
五
斗
五
升
炊
ぐ
。
次
に

神
饌
調
理
は
、
ま
ず
調
理
場
の
鋪
設
と
し
て
酒
で
清
め
菰
を
敷
き
、

そ
こ
に
ま
な
板
を
置
い
て
場
所
を
設
え
る
。
祀
職
の
田
所
が
ま
ず

ま
な
板
を
前
に
し
て
御
饌
津
神
を
奉
る
祝
詞
を
述
べ
て
後
、
調
理

が
始
ま
る
。

（
40
）　

祀
祐
社
に
つ
い
て
は
、
官
幣
大
社
香
取
神
宮
社
務
所
編
『
香
取
群

書
集
成　

第
二
巻
』
三
秀
社　

昭
和
十
九
年
）
後
記
の
三
頁
に
、

「（
前
略
）
然
し
以
上
の
如
き
神
事
も
、
明
治
初
年
の
改
革
に
因
っ

て
、
到
底
舊
儀
の
ま
ゝ
に
奉
仕
す
る
の
が
困
難
と
な
り
、
或
は
廃

絶
に
至
る
運
命
に
在
つ
た
と
聞
い
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
、
第
一
に
奉

仕
に
多
く
の
人
員
を
必
要
と
し
、
ま
た
特
別
の
神
饌
等
に
は
多
額

の
費
用
を
要
し
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
祀
祐
社
が
組
織
さ
れ
た
の
も

是
等
の
為
で
あ
り
、
宮
司
香
取
保
禮
大
人
、
禰
宜
伊
藤
泰
歳
翁
が

社
員
と
熟
議
の
結
果
、
大
饗
祭
等
の
祭
典
費
は
同
社
の
指
定
寄
付

金
を
以
て
支
辨
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
り
、
祀
祐

社
の
意
義
と
そ
の
背
景
事
情
が
う
か
が
い
知
れ
る
。

（
國
學
院
大
學
大
学
院
博
士
課
程
後
期
）


